
 建築基準法第１０条第４項において準用される同法第９条第１１項の規定に基づき，次

の建築物の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は，次に掲げる措置を期限まで

に行うべきこと及び期限までに当該措置が行われないときは，京都市長が，所有者等の負

担において当該措置を行うことを公告します。 

  平成２８年１２月２６日 

                              京都市長 門川 大作 

 

１ 建築物の敷地の所在地 

  京都市東山区本町１６丁目３１０番地４４ 

２ 建築物の用途，構造及び規模等（登記情報による。） 

  （居宅） 木造瓦葺２階建：５０．５６平方メートル 

  （物置） 木造瓦葺平家建：１３．２２平方メートル 

  （敷地面積） ７４．１８平方メートル 

３ 行うべき措置 

  当該所在地内にある全ての建築物（基礎を除く。）を除却すること。 

４ 期限 

  平成２９年１月２６日 

                   （都市計画局建築指導部建築安全推進課） 

                        


